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「さいたま市本庁舎整備審議会（第１回）」を開催します 

  

さいたま市では、本庁舎の整備に関し必要な事項を調査審議するため、「さいたま

市本庁舎整備審議会(第１回)」を開催します。 

 

１ 目  的 

 本市誕生時からの重要な課題であった本庁舎の在り方については、さいたま市誕

生時の合併協定書や、平成３０年５月の前「さいたま市本庁舎整備審議会」の答申を

踏まえながら、本市の未来を見据えた全市的なまちづくりの観点から、総合的に検討

を進めてきました。 

  令和４年４月には、さいたま市議会において、「さいたま市役所の位置に関する条

例の一部を改正する条例」議案が特別多数議決により可決され、「さいたま新都心バ

スターミナルほか街区」へ移転することが決定しました。 

  こうした経緯を踏まえ、新庁舎整備に係る具体的な方向性を示し、基本設計等に

必要な諸条件を整理するための「新庁舎整備等基本計画」を策定するにあたり、さ

いたま市本庁舎整備審議会の意見を聞きながら検討を進めるものです。 

 

２ 諮問内容 

  新庁舎整備等の基本計画に関する事項について 

 

３ 設置期間 

  委嘱の日から答申するまでの間 

 

４ 委  員 

  別紙「さいたま市本庁舎整備審議会委員」のとおり 

 

５ 第１回審議会の開催 

（１）日 時  令和５年１月２５日（水）午後２時から 

記者発表資料 
令和５年１月１９日（木） 
問い合わせ先：都市経営戦略部 

参事：大砂  
担当：中園、尾里、高橋、林 
電話：８２９－１０３３ 
内線：２１４０ 



 

 

（２）場 所  ときわ会館５階大ホール（浦和区常盤６－４－２１） 

 

（３） 内 容   

・委嘱 

    ・会長選出 

    ・諮問 

    ・これまでの経緯等について 

    ・審議会の進め方について 

    ・基本計画で検討する事項と状況について 

         

６ 傍聴方法 

（１）受付時間 会議当日午後１時３０分から１時５０分まで 

（２）受付場所 会場入口 

（３）定  員 ２０名 ※定員を超えた場合は抽選 

 

※取材を希望する場合は、必ず令和５年１月２４日(火)正午までにご連絡ください。 

  



 

さいたま市本庁舎整備審議会委員 

区分 氏 名 所属・職 

学
識
経
験
を
有
す
る
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芦谷 典子 東洋大学経済学部 教授 

内田 奈芳美 埼玉大学大学院人文社会科学研究科 教授 

大島 博明 ものつくり大学建設学科 特別客員教授 

澤井 安勇 東京大学まちづくり大学院 特別講師 

髙橋 邦夫 合同会社 KU コンサルティング 代表社員 

関
係
団
体
の
代
表
者 

池田 一義 さいたま商工会議所 会頭 

佐野 公哉 さいたま新都心まちづくり推進協議会 会長 

清水 恒男 さいたま市社会福祉協議会 常務理事 

望月 論 埼玉中央青年会議所 理事長 

山﨑 道子 さいたま市障害者協議会  

市
民
代
表
者 

有賀 さや 公募市民 

石川 憲次 さいたま市自治会連合会 副会長 

猪俣 菜央 公募市民 

島田 正次 さいたま市自治会連合会 副会長 

冨澤 洋 さいたま市自治会連合会 副会長 

中野 顕彦 公募市民 

藤枝 陽子 さいたま市自治会連合会 副会長 

松本 敏雄 さいたま市自治会連合会 会長 

三次 宣夫 さいたま市自治会連合会 副会長 

 

別紙 


